
沈黙と行為
-規範と慣行的行為一

山崎敬一江原由美子

この論考では、男性や女性の会話における沈黙やうなずきというある特定の限定された問題を扱う。しか
し同時にこの論考では、沈黙やうなずきという人間のある形式化された慣行的行為（プラクシス）が、いか
にして構成されるのかという一般的問題も扱う。男性や女性の会話にみられる沈黙やうなずきは、どちらか
の性に限定された性別規範や性別文化のなかでのみ生まれたり解釈されたりするわけではない。むしろそう
した慣行的行為は、相互行為を解釈するのに用いられる複数の文脈や複数の場面規範のなかで、慣行的（ル
ーテイーン）かつ場面的な実践として遂行されるのである。この論考において我々は、文脈の複数性や規範

の複数性が、行為の不決定を導くのではなく、ある形式化された慣行的行為を導く一つの仕方を提示したい
と思う。

や女性の行為の特徴をそれぞれの性別規範や性
別文化に帰する考え方への批判にもつながる。
しかし同時に我々は、複数の文脈や複数の規範
との関係において、ある特定の相互行為が戦術
的に選ばれ慣習化される仕方を示そうと思う。
それにおいて我々は、文脈や規範の複数性が行
為の不決定を導くのではなく、ある形式化され
た慣行的行為を導く一つの仕方を提示したいと
思う。その意味でこの論文は、男女間の会話の
問題という特殊理論のレベルでも一つの意味
(1)をもつと同時に、文脈や規範の複数性を前
提においた社会学的行為論の構築という一般理
論のレベルでも一つの意味をもつであろう。

はじめに
この論文では同性間の会話における沈黙の問

題を手がかりに、さまざまな文脈や規範との関
係でいかにして行為が構造化されるのかという
問題を考えてみたい。我々がここで「沈黙」に
注目したのは、それが何かしら特別の内容をも
った現象だからではない。むしろ沈黙は、特別
の内容をもたないがゆえに、その沈黙を包み込
む様々な相互行為の文脈や規範の存在を映し出
す。我々は「沈黙」の問題に注目することで、
相互行為をとりまく様々な文脈と規範の問題に
入り込むことができるであろう。そしてさらに、
そうした様々な文脈や規範との関係で、いかに
して人間の相互行為が構造化されていくのかと
いう問題にも取り組むことができるであろう。
この論文において我々が基本においている考

え方は、人間の相互行為はある一つの文脈やあ
る一つの規範との関係だけでは捉えることがで
きないというものである。この考え方は、男性

調査の概要
この論文は、以前の論文（江原、好井、山崎

[1984]、山崎、好井[1984]）で取り上げたのと
同じ会話資料に基づいている。我々は、男女各
１６名の大学生の協力を得、次のような調査を
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ず、表１のデータは、かなり興味深い事実を
我々に示唆するように思われる。
表１で示されるように、男性同士と女性同士
の会話における沈黙の発生回数や秒数には非常
に大きな差異が存在する。女性同士の場合の方
が、男性同士の場合に比べて沈黙の量が圧倒的
に少ないのである（平均回数にして４４．６回
対８．９回、秒数にして209．８秒対42.
４秒)。
また、表ｌにおいて示されるように、５月３
０日（女性問題）のデータと６月５日（サーク
ル活動）のデータは、どちらの話題の場合でも
男性同士の方が女性同士よりも沈黙の回数も秒
数も圧倒的に多いという結果を示している。そ
れゆえ、たまたま男性あるいは女性に話しや'す
い話題だったということで、この男性同士と女
性同士の間の沈黙の違いを説明することはでき
ない。さらに、表１の個別データが示すように、
ほぼどの組み合わせをとった場合でも、女性同

行った。二名一組づつ３０分間づつ相手を代え
て話し合ってもらい、その会話を録音した。二
日間調査を行い、話し合いのテーマは、一日目
は「大学でのサークル活動｣、二日目は「女性
問題」であった。それぞれの組み合わせは男性
同士１０組、女性同士１０組、男性対女性１２
組であった。さらにこの約１６時間の会話録音
をもとに、書き起こされた会話データを作成し
た（ルーズリーフ約１６００枚)。
この研究は特に「沈黙」の問題に着目しなが
らその会話資料を再分析したものである。

沈黙の問題
表ｌは、それぞれの会話の中で生じた１秒以
上の沈黙の回数とその合計の秒数である。「沈
黙」はサックス等も述べているように、単一の
現象ではない。それゆえ、沈黙の問題を扱うた
めには、それぞれの沈黙の生じる文脈について
の注意深い分析が必要である。だがにも関わら

(表１）

(洋数字は５月３０日のデータを、ローマ数字はは６月５日のデータを表す）

-５８-

女女 5/3０ 6/５ Aver．

回数 8．８ ９ 8．９

秒数 4４．８ 4０．８ 4２．４

男女 5/30 6/５ Aver．

回数 2８．３ 1９ 2３．７

秒数 1０３．５ 100 １０１．５

男男 5/3０ 6/５ Aver．

回数 4５．５ 4４ 4４．６

秒数 1８４．９ 2２６．３ 2０９．８

男男 lａ 2ａ 2ｂ 3ｂ Ｉａ Ⅱａ Ⅲｂ Ⅳａ Ⅳｂ Ｖｂ

回数 5９ 3０ 4０ 5３ 5０ 5６ １８ 3６ 4４ 6０

秒数 2１８．５ 6７．５ 1２４ 3２９．５ 1６５ 4２９ 8５ １３４．５ 2２４ 3２０．５

女女 6ａ 6ｂ 7ａ 7ｂ Ⅵｂ Ⅶａ Ⅶｂ Ⅷａ Ⅷｂ Ⅸａ

回数 1５ 1０ ３ ７ 1８ ４ ０ ４ 11 1７

秒数 9６ 4５ 1４ 2４ 8３ 9．５ ０ １２．５ 4１ 9９

男女 lｂ 3ａ 4ａ 4ｂ 5ａ 5ｂ Ｉｂ Ⅱｂ Ⅲａ Ｖａ Ⅵａ Ⅸｂ

回数 4７ 4９ 5０ １８ ５ 1 ０ ４ ８ 2８ 4５ 2９

秒数 1４９．５ 1７６ 2０７ 6３ 2３ ３ 0 3３ 2５ １２０．５ 2９１ 1３０．５



士の組み合わせの方が男性同士の組み合わせよ
りも沈黙は少ない。それゆえ、参加者の個人的
性向の違いのみによって、男性同士と女性同士
の会話の間の沈黙の差異を説明することはでき
ない。
ではこのような差異は、男性あるいは女性が

本来備えている性別に特有の性向（男らしさあ
るいは女らしさと呼びならされているもの）に
よって説明されるものなのだろうか。だが、こ
のデータから直ちに、女性はいかなる場合でも
相手の発話に対して早く話す傾向をもち（それ
ゆえ沈黙が少ない)、男性は遅く反応する傾向
をもつ（それゆえ沈黙が多い）と結論づけるこ
とはできない。このような説明は、確かに女性
は男性に比べておしゃべりだという、特に男性
が持っている常識とは一致するかもしれない。
しかし、単純に女の方が相手の話に対して早く
しゃべりだす傾向をもち、男性の方がゆっくり
しゃくだす傾向をもつとすれば、男女間の会話
において「割り込み」（すなわち相手の話に対
して早くしゃべりすぎること）を行うのは女性
の方であるはずである。だが以前の研究で示し
たように、世間の常識に反して、男女間の会話
において相手の話の終わらないうちに割り込み
をするのは、それゆえ相手の話に対して早すぎ
る反応をするのは男性の方なのである。
このデータから読み取れる複雑な諸事実はい

かにして説明されるべきなのだろうか。我々は、
この論考を含めた一連の論考のなかで、こうし
た複雑な事実に一つの解釈を与えてみたい。
だがその前に、なぜ一見些細とも思われるこ
うした問題を取り上げるのか、またさらにこう
した問題に対する解釈がいかなるものであるべ
きかについて少し考えてみたい。そのために、
以前の研究の問題点を反省を込めてもう一度検
討してみたい。

｢性差別のエスノメソドロジー」を越えて
「割り込み」「うなずき」「沈黙」等、会話に

おいて生じるデータのいくつかの男女間の非対
称性を整合的に説明しうる解釈には、どのよう
なものがあるのだろうか？
我々は、この節において、二つの解釈を検討
してみたい。その二つの解釈とは、（１）男女
それぞれが異なる文化規範のもとで異なるコー
ドに従って会話的相互行為を行っているという
解釈、（２）男女両性に共通に、性別に関して
｢男は何々せよ（するな)」「女は何々せよ（す
るな)」といった価値規範が分けもたれており、
そうした男女両性に分けもたれた共通の価値規
範に従い、それぞれの性別カテゴリーに属する
個人がそれぞれが属する性別カテゴリーに対応
した行為を行っているという解釈である。すな
わち前者は、男性と女性は、それぞれ会話的相
互行為に関するそれぞれ別な文化（例えば男性
文化と女性文化）を持っており、そのもとでそ
れぞれが別な言語コードに従って行為している
という解釈であり、後者は、男女両性が共通の
性別文化（例えば男性優位主義といった性差別
文化）のもとでそれぞれの性別に従って異なっ
て行為しているという解釈を意味する。
結論から言えば、我々はこの二つの解釈は、
それぞれデータの一部については説明力をもつ
ものの、そのいずれも、規範（コード）が直接
的にデータにみられる男女差を説明すると解釈
する限りにおいて、不十分であると考える。す
なわち、我々が見いだしたような会話的相互行
為における男女差は、全て男性文化／女性文化、
あるいは男女両性に共通に分けもたれた性差別
的文化により直接的に説明されるべきものなの
ではなく、少なくともその一部は社会的相互行
為者が場面に関与する複数の規範に感受的に行
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よって、異なる傾向があった。会話的相互行為
は、自己の性別に対応した文化のコードに従っ
て行為しているというよりも、会話の相手の性
別が同性であるか異性であるかという状況判断
を持ち、それによって異なる行為戦術をとって
いるように思えるのである。
このようなデータ解釈の問題を離れても、男

性文化／女性文化を対立させ、それぞれが異な
る言語コードを持つと想定することは、男女が
共同の言語環境において社会化され、日々会話
的相互行為を行っている以上、かなり無理があ
る想定である。「うなずき」に関して言えば、
男性の「うなずき」は肯定を意味し女性の「う
なずき」は聞いているというサインを意味する
というよりも、両性ともその二つの「うなずき」
の意味を理解することができ、そのいずれの意
味においても「うなずく」ことができると考え
た方が妥当である。しかし、それにもかかわら
ず、異性間の会話においては、女性が男性の言
語に「うなずく」ことが多くなるという男女間
の非対象性が存在するのであり、それこそが説
明されるべき問題なのである。
このようなことから、前回の「性差別のエス
ノメソドロジー」においては、我々は男女間に
見いだせる非対象性を、男性文化／女性文ｲ|上と
いう二項対立によって解釈することを選択垣・
ず、むしろそれを「権力の問題」として把握し
た。けれども我々は、前回の「性差別のエスノ
メソドロジー」では、その含意について暖昧な
点があったために、先に挙げた二つの解釈のう
ち後者の解釈による把握をも許容するものであ
ったことを自己反省している。すなわち、前回
の「性差別のエスノメソドロジー」においては、
｢割り込み」や「うなずき」を「男性優位主義」
｢性差別主義」といった、男女両性に分けもた
れた価値規範に還元して解釈することを許容す

為戦術をとる結果として把握されるべきなので
はないかと考える。その意味において我々は、
本論文において「行為と規範」に関して従来の
社会学的行為論とは異なる考え方がありうるこ
とを提起したい。
では、上に述べた二つの解釈は、どのような
点で不十分なのだろうか？まず、（１）から検
討しよう。男性と女性がそれぞれ異なる文化を
持ちそれぞれの文化に基づいて異なる言語コー
ドに従っているという考え方は魅力的な考え方
である。「男性と女性は互いに同じ言語を話し
ていると思っているが、実は別な言語を話して
いる。（…）そのために組織的な解釈の誤りを
生む傾向があり、またコミュニケーションを阻
害し、人間関係の中にある協力と配慮の可能性
を制限するような誤解を作り出す」(Gilligan
【1982:173]）(2)。例えば、男性文化において
｢うなずき」は相手の言葉への肯定を意味して
いるけれども、女性文化においては単に「聞い
ている」ということを意味するに過ぎないとい
う解釈がある(MaltzandBorker[19821)。男性
は相手の言葉にあまり「うなずかない」のに対
し、女性は「うなずき」を多用する。けれども
女性の「うなずき」は男性文化においては肯定
を含意するので、女性は自己主張が少なく相手
に同調しやすい存在として解釈されてしまうと
いうわけである。
けれどもこのような解釈は、男性文化／女性
文化という二つの文化を想定しそれぞれの文化
によってそれぞれ男女の行動傾向を説明しよう
とする限りにおいて、決定的な難点を持つ。す
でに見たように、我々が見いだした会話的相互
行為における男女差は、男女の行動傾向に還元
することはできない。例えば、「割り込み」の
生起率は、話し手の性別によってではなく、会
話的相互行為者が同性であるか異性であるかに

-６０-



るものであった。
本論文において我々は、「沈黙」のデータを
分析することによりこのような解釈は不十分で
あることを示そうと思う。そして、前回の「性
差別のエスノメソドロジー」においてあいまい
なままにとどまった「権力の問題」という定義
を、結果的な男女の権力の差異という意味に限
定し、「男性優位主義」や「性差別主義」への
還元を意味しないことを明確にしたいと思う。
データが「性差別主義」によって説明できる
とする立場によれば、この男女の会話行為の非
対称的な個々の特徴自体、男性の「支配（権)」
の行使、女性の「男性支配」の承認という相互
の役割期待の現れとして把握される。すなわち、
女性は男性の会話におけるリーダーシップの正
当性を承認しており、それゆえ男性の発話に対
してうなずき等の支持作業を行う。こうした男
女の会話行為の非対称性は、男女の性役割の一
部であり、文化や社会的要請を内面化すること
で形成されたものであり、それは男性の権威に
対する女性自身の承認を示すものとして解釈さ
れる。この考え方は、女性の会話行動を、性別
文化や規範の直接的な結果として位置づけるも
のであり、現代社会の性別文化に批判的な者か
らは、この男性の「支配性」と女性の「従属性」
に対する批判が生じ、逆に現代社会の性別文化
に肯定的な立場からは、男女の性役割の相互補
完性が強調され、その補完性は社会システムの
統合にとって不可欠の部分を形成するものであ
るという評価が生まれることになる。
しかし、例えば女性が男性の言葉に対して

｢うなずく」ことが多いということを、このよ
うに「男性支配の受容」「女性の従属性を示す
もの」として解釈してしまって良いのだろう
か？このような「うなずき」について、女性の
被験者の多くは、我々が調査目的とある程度予

想される知見を明らかにした後も、自らの「従
属性」を示すものとして解釈することを否定し
た。彼女等の多くは、自らの話し方を、「男性
支配の受容」や「従属性」の証拠として解釈さ
れることに抵抗を示した。すなわち自分の話し
方は、「男性に迎合」するものではなく「自然
な話し方」であると主張していたのである。け
れども、このような発言の効力は「無意識」的
な「男性優位主義」や「性差別主義」の内面化
という解釈の中では、否定されることになって
しまうのである。このような解釈は、妥当であ
ろうか？
しかも、我々が「性差別のエスノメソドロジ

ー」において見いだした知見の意義に対するも
っとも大きな異議は、この「そんなことは意識
したことがない」「それが自然の話し方である」
といった被験者の発言に深く関わるものであっ
た。すなわち、そのようにしか「意識」される
ことのないような会話における男女差という現
象を、「性差別」や「権力の問題」として読み
解いて良いのかという異議であった。すなわち、
男女の会話活動の非対称性には、男女ともほと
んど気づいていないのだから、それはジェンダ
ーに関わる文化・規範とはほとんど別次元の現

象であり、ましてや性差別や男女間の権力関係
に関わる問題として取り上げることは不適切で
あるというのである。「なぜこんな些細な次元
の問題まで差別として問題にするのか？男性も
女性もこのようなことにはほとんどきづくこと
すらないのだから、こうした問題を性差別とし
て位置づけることは不適切ではないか？」この
ような批判は、多くは口頭で、我々のもとに寄
せられた。
一方における「性差別主義還元説」と他方に

おけるそれへの異議としての「性差別無関連説」
の存在は、我々に「権力の問題」という定義の

■■■■■■■■■■■Ⅱ■■■

- ６１ -



評価するかどうかについては異なるものの、差
別や権力現象を、行為者の「内面」が原因で発
現するものとして把握しているという点に関し
ては、共通している。前者の場合には、被験者
たちの「意識していない」という証言は、行為
者の「内面」に「無意識」の「男性優位的」価
値パターンの存在を仮定することで、「内面」
を真に表出するものとしては効力を否定され
る。つまり行為者の「無意識」の「内面」こそ、
現象の真の原因とされるのである。後者の場合
には、行為者の「意識していない」という証言
は、文字通り、それが差別でも権力現象でもな
いことを示す論拠として採用される。なぜなら、
その証言は行為者の「内面」を示すものであ,り、
その「内面」において差別としても権力現象と
しても認識されないものは差別でも権力現象で
もないという前提を置いているからである。そ
うであれば、このいずれも差別や権力現象を、
行為者の「内面」と不可分なものとして把握し
ている点では、共通であることになる。
しかし問題の所在は、まさにここにある。一

体差別現象は、行為者の「差別意識」や「偏見」
｢悪意」といった「内面」の存在を不可欠な構
成要件とするのだろうか？一体、権力現象は、
｢支配の意志」や「服従の意志」といった行為
者の「内面」に必ず還元されなければならない
のだろうか？我々は、このような「内面」還元
主義には基本的に反対である。それは社会的相
互行為水準でのみ発現する差別や権力現象を把
握するには、基本的に不適切な立場であると考
える。
女性や男性の会話活動の非対称性を男女の性
別文化、すなわち「男性優位主義」という価値
パターンに還元して説明してしまうことは、次
のような問題をはらむ。第一に、行為者自身の
行為の解釈（｢意識していない」等）を無視す

含意を反省させる一つのヒントになった。すな
わち、このような二つの主張は、一見対立的に
見えるものの、実のところそこには「行為と規
範」に関する共通の考え方が前提とされている
のであり、そのような考え方をまた我々自身も
十分把握できずにいたことに気づかさせられた
のである。その考え方とは、一定の行動パター
ンの存在から直接的に規範（コード）を導く考
え方であり、一つの行為を一つの規範（コード）
とのみ関連的に解釈する考え方である｡
実の所我々が「権力の問題」として定義した
のは、行為者自身に内面化された「性差別主義」
｢男性優位主義」の存在を指摘したかったから
ではない。それは、あくまで、結果的にそのよ
うな効果を導くということを言いたかったに過
ぎない。しかし「権力の問題」という言い方を
すると、それは「性差別主義」を含意するもの
と解釈される傾向がある。我々は、前回におい
てはそのことについて十分な配慮をしなかった
のである。このような解釈を避けるためには、
単に「権力の問題」として指摘するだけではな
く、「行為と規範」の関わり方に関する新しい
枠組みをつくる必要があったのである。そうし
なかったからこそ、このような「性差別主義還
元説」と「性差別無関連説」が生まれてしまう
余地が生じたのである。以下においては、「性
差別主義関連説」と「性差別無関連説」に共通
する「行為と規範」に関する考え方に焦点を絞
り、それがいかなる問題をはらむか考察してみ
ることにしよう。
実のところ「性差別主義関連説」と「性差別
無関連説」は、一見対立するように見える。け
れども、我々は、この二つは、相違点よりも共
通点が多いのではないかと考えている。すなわ
ち、この二つの解釈は、「意識していない」と
いう証言を行為者の「内面」を示すものとして
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る傾向がある。我々は、女性が「男性による権
力行使」をほとんど意識化していないというこ
とを、正当に評価する必要があると考える。第
二に、このような行為者自身の行為への解釈の
無視は、状況的要因をほとんど無視してしまう
傾向に結びつく。価値パターンの存在の仮説は、
説明変数として強力すぎ、行為者が考慮してい
る状況的要因を理論上生かすことを困難にす
る。第三に、そうした説明形式は「犠牲者非難」
という傾向に陥りがちである。そうした説明形
式は、行為者の置かれた状況的要因を無視する
ことで、差別や権力現象の原因を行為者自身に
求めることになりがちである。それは犠牲者に
も原因があるという「犠牲者非難」の論理をも
含むのである。
しかし同時に、我々は、行為者が差別として

意識していないのだからそれは差別ではないの
だといった解釈にも問題があると考えている。
第一にそうした解釈は、日常生活世界と理論的
世界を不用意に混同するものである｡理論的世
界の中では、行為者の自己の行為解釈に、異な
るパースペクティブから言及できる。もし差別
でも権力現象でもないということを理論的世界
においていうならば、それは日常生活者の言葉
とは異なる論拠を持つ必要がある。第二に、従
って差別や権力現象を、行為者自身の解釈とは
別に立てることは十分可能である。我々は、既
に述べたように、これらの会話における男女の
非対称性は、結果として重大な帰結をもたらす
権力過程であると考えている。第三に、そうし
た解釈がおうおうにして、現存社会の中では差
別としても権力現象としても意識されていない
現象を、社会学的解明が必要でない現象として
排除しがちである。たとえば、それらの現象は、
生物学的性差や心理学的性差として、あるいは
考慮するに値しない些細な個人的特殊的現象と

して定義されがちである。けれども、既に示し
たように、会話における男女の非対称性は、そ
れぞれの性固有の行動傾向に還元して説明でき
るものでも、偶然的個人的傾向なのでもない。
そうであればそれは、社会的相互行為に即して
説明されなければならないはずである。
ではなぜ、差別や権力現象を「内面」に還元
して解釈してしまうような解釈が生じてしまう
のであろうか？我々は、その一つの原因は、従
来の社会学における社会的行為観にあるのでは
ないかと考えている。従来の社会学的行為観に
おいては、行為は規範により制御されると考え
てきた。そこでは一つの行為を帰結することに
関連する規範は、暗黙に一つの規範であること
が仮定されていた。従って、ある行為が生じた
場合、その行為はある一つの規範に従って生み
出されていると考えることが当然であるとされ
てきた。行為者がその規範を意識しているかど
うかについては、見解を異にするとしても、あ
る行為が生み出されるとすれば、当然その行為
を生み出す一つの規範を指摘することは可能で
あると考えられてきた。だからこそ、一定の行
動パターンの存在の指摘は、そうした行動パタ
ーンを導くにたる「規範」の存在を含意すると

考えられてしまうのである。けれども、相互行
為状況に関与する規範は以下に述べるように一
つではない。相互行為状況に関与する規範は複
数存在するのであり、そのような複数の規範が
錯綜する状況において、行為者は行為している
のである。そうした状況においてそれぞれの行
為者は複数の規範配置に関与的に、それぞれの
行為戦術をとることができる。
そうであるならば、ある行動パターンの背後
にそれを生み出す一つの「共有された」規範を
見ることは不適切であろう。ある行為者が、規
則的に同様の行為を生みだし続けたとしても、
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定の形式的・慣行的行為を効果する場合もある
ということを明らかにしたいと思う。そしてそ
のような行為と規範とのかかわりの考え方は、
単に「沈黙」や「うなずき」等のデータ解釈の
問題を越えて、他の問題にも応用できる一般性
をもちうるものであると考える。
ここではまず「会話分析」の概念を手がかり
に、非発話をある特定の行為として解釈する枠
組みの問題から考えていきたい。

その背後にそれを生み出す一つの規範を見てし
まっては不適切になる場合は十分存在する。そ
れは行為者の「内面化」した一つの規範の結果
なのではなく、一定の状況の中で複数の規範に
関与的に一定の行為戦術をとり続けた結果なの
かもしれない。あるいは、ある相互行為場面に
おいて、複数の行為者間に定形的行為連鎖が規
則的に生じていたとしても、その背後に両者に
｢共有された価値規範」を見てしまっては不適
切である場合は十分考えられる。それは、複数
の行為者がそれぞれ異なる規範に関与的に一定
の行為戦術をとり続ける結果かもしれないので
ある。差別現象や権力現象は、一つの「内面化」
された価値規範（例えば「男性優位主義｣）や
それに基づく共有された規範（例えば「男性の
言葉は遮ってはならない．女性の言葉は遮って
もよい」といった規範）によって生み出されて
いるというよりも、複数の場面規範が存在する
相互行為場面において、相互行為参加者がそれ
ぞれの「積極的・消極的」規範関与からそれぞ
れ慣行的に行為を組み立てている結果生じる現
象として、考察することができるかもしれない
のである。
以下においては、「沈黙」という問題を手が
かりに、このような複数の規範が錯綜し行為者
がそれらの複数の規範にさまざまな仕方で関与
的に行為しなければならない状況が存在するこ
とを示そうと思う。「沈黙」とは、そこに含ま
れる内容がもっとも少ないために、もっとも多
種多様に解釈されうるものである。「沈黙」は、
いわばその「沈黙」を取り囲む諸規範の存在を
うつしだす。それゆえ、我々は「沈黙」に着眼
することで、その沈黙を多種多様に解釈する
様々な規範の存在を感知できるかもしれない。
そしてそのような複数規範の存在が行為を決定
できないという方向に効果するのではなく、一

会話分析と沈黙の問題
（１）順番取りシステム
人間の会話活動は実際に互いになにがしかの
話をし合うという実体的な過程としてあるだけ
ではない。それは、「話す」権利と義務を互い
に交換し合う過程でもある。それゆえ「沈黙」
もまた目に見えぬ個人の内的な心理過程として
ではなく、会話における権利と義務との交換過
程のなかの、目に見える社会的かつ道徳的な事
実として存在することになる。
こうした問題をもっともよく自覚していたの
はH･サックスを中心とするエスノメソドロジ
スト（会話分析）であった。サックスらは、あ
る場において話をする権利（順番）を互いに交
換し合う過程として人間の会話活動をとらえ
た。サックスらの「会話の順番取りシステム」
(Sackset.a1.[19741)は「今の話し手がどのくら
い話す権利をもつか」に関わる「順番構成的成
分」と「次の話し手にどうやって話す権利'をゆ
ずるか」に関わる「順番選択的成分」からなる。
この順番取りシステムから、「非発話」をあ
る人間の「沈黙」として生じさせる幾つかの基
盤を考えることができる。
第一に、例えばある話し手が文的構成をもっ
た発話を始め、その文の終わる以前にいったん
発話を休止した場合のような、一つの順番内で
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の沈黙のケースが考えられる。その場合には、
非発話はその順番が終わるときまで発話する権
利をもつ今の話し手の沈黙（休止）として認知
される。第二に、ある話し手が例えば質問等の
手段を用いて次の話し手を指名したのに、その
指名された話し手が最初の話し手の話の終了の
あとすぐに話し始めないケースが考えられる。
その場合には、非発話は指名された話し手（聞
き手）の沈黙として認知される。第三に、ある
話し手が次の話し手を指名しないで自分の順番
の話を終えたあと、誰も自分から話しださない
というケースが考えられる。その場合の沈黙は、
ある順番の話が休止したのか終了したのかあい
まいな時や、誰も指名しないで質問をした場合
のように誰に順番をゆずったのかあいまいな時
や、あるまとまった話（話題）が終わったとき
に生じる(3)。こうしたケースの場合には、沈黙
が誰に帰属するかは一義的に決定できない。
また、順番取りシステムは、それぞれのケー

スにおいて、沈黙を最小化させるメカニズムを
もっている。第一のケースの場合は、休止の間
に他の人が話す順番を自ら選び取ってしまう可
能性があるため、沈黙はあまり長いものになら
ない。第二、第三のケースの場合にも、話題が
いったん終了した時をのぞくと、最初の話し手
がもう一度しゃべる順番を取る権利をもつこと
によって、沈黙はあまり長いものとはならない。
このように、順番取りシステムは「非発話」

を誰かの沈黙として帰属させるための幾つかの
基盤と、それを最小化させるメカニズムを提供
する。だが、順番取りシステムだけでは、例え
ば逆に、どうしてある順番のなかで休止がなさ
れるのか、あるいはまたどうして質問や評価を
求められたときすぐに返事が得られない場合が
生じるのかについての答えは与えてくれない。
そうした休止や遅れは、窓意的にあるいはラン

ダムになされるわけではない。またそうしたも
のとして解釈されるわけでもない。我々は日常、
ある形での発話の休止や遅れを、例えば「無視」
や「暗黙の非同意｣、あるいは「ためらい」や
｢跨跨」として解釈する。すなわち、我々は沈
黙をある特定の「社会的行為」として解釈する
枠組みをもっているのである。次に、最近会話
分析の焦点になっている「隣接対と優先構造」
を中心に、この枠組みについて論じてみたい。
（２）隣接対と優先構造
前節で述べた「順番選択的成分」のうち、今
の話し手が次に順番を取る相手を指名する手段
は、サックスらが「隣接対」と呼んだものと結
びついている(SchegloffandSackS[1973])。隣
接対とは、「あいさつ-あいさつ」「質問一応答」
｢要請一要請｣等の類型化された行為の対であ
る。すでに述べたように話し手は、この隣接対
の最初の部分、例えば「質問」を使って次に順
番を取る相手を指名する。また、その相手の行
う行為がいかなるものとして解釈されるかに関
する枠組みを提示する。だから指名されて次に
順番を取った話し手のいかなる行為でも、その
質問に対する「応答」（あるいは少なくとも
｢応答への準備｣）として聞かれうるし、話し手
もまたその枠組みのなかで自らの発話を組み立
てる。
この隣接対という概念から、我々は「沈黙」
をある行為者の特定の行為の欠如として、意味
ある仕方で解釈することができる。すなわち、
｢あいさつ」や「質問」のあとの沈黙は、聞き
手に帰属する「あいさつ」や「応答」の「欠如」
あるいは「無視」として当人だけでなく周りの
人たちにも解釈されうるのである。
ところで、この隣接対のなかには、「評価」

に対する「同意」と「非同意」のように、最初
の行為に対する二番目の行為部分が二つの対照
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ることもできる。
規範と優先構造の複雑な関係は、ポメランツ
の取り上げた、幾つかの異なる規範が併存する
｢お世辞」の場合を見るときはっきりする
(Pomerantz[19781)。上の例で、もし自分が
｢きれいだね」と言われている当人であったと
する。その場合には、直接に相手の「きれいだ
ね」という「評価」に対して「同意」をして、
｢はいその通りです」と答えてしまっては、「自
分で自分のことをほめてはいけない」という日
常規範に違反することになる。ポメランツによ
れば、こうした規範的枠組みが存在するところ
では、「同意」と「非同意」の優先構造は逆転
する。すなわち、相手の自分に対する「評価」
に同意するときには「遅れ」や「前置き」等の
特有の構造をともなってなされるのに対して
(｢ううん・・そう．．そうかしらね｣)、非同意
のときにはすぐに直接に行われる（｢いいえ、
そんなことはないわ｣)。だがその場合でも、相
手の評価に反発して相手の体面を傷つけてはい
けない、という規範は消えないで残っている。
それゆえ、ボメランツによれば、話し手はそう
した「非同意」を行う場合でも儀礼的な形で行
い、聞き手もまたその「非同意」を儀礼的なも
のとして受け取ったりする。すなわち、例えば
否定のあとに相手に対しても同じこと（｢いい
え、あなたのほうこそきれいだわ｣）を言うこ
とにより、その隣接対を、「評価一同意／非同
意」というものから「お世辞一お世辞」という
儀礼的なものへと変えたりするのである
(Pomeratz[1978:105-1061)。
次に我々は、こうした会話分析の概念を手が
かりに、沈黙の問題を見ていくことにしよう。
そしてさらに沈黙と規範とのかかわりについて
考えてみよう。

的な行為選択肢に分かれ、しかもそれが同等で
はなく、一方の行為の他の行為に対する優先性
が存在するものがある(Pomerantz[1984])。こ
れが最近の会話分析の一つの焦点となっている
｢優先構造」の問題である。ただしここでの優
先性という言葉は、ある行為選択肢が別の選択
肢に比べて確率的に多く起こるということを意
味するわけではない。また直接的には心理的な
傾向を意味するわけでもない。それは、優先的
行為は直接に他のなんの構造をともなうことな
く行われるのに対し、非優先的行為は、「遅れ」
や前置きや釈明などの特有の構造をともなって
行われるという、優先的な行為と非優先的な行
為が示す構造的な差異をあらわしている
(He面tageI19841、Levinson[1983])｡言語学的な
用語を用いれば、優先的行為がなんの特有のし
るしなしで行われるという意味で「無標」であ
るのに対して、非優先的な行為は特有のしるし
をともなって行われるという意味で「有標」で
ある(Levinson[1983:3331)。
日常会話においては、「評価」に対しては

｢同意」が優先される。したがって、ある「評
価」（｢Ｂさんてきれいだね｣）に自分が同意し
ないことを示そうとするときには、ある特有の
しるし、例えばわずかの遅れや特有の構造をと
もなって「非同意」が示される（｢う-ん．．
でもね．．」)。
この優先構造は、次の節で詳述するように、

その場面を解釈するのに用いられる規範的枠組
み（場面規範）と深い関係をもっている。上の
例で言えば、相手の評価（｢Ｂさんてきれいだ｣）
に直接反発することで、相手の体面を傷つけて
はいけないという規範が、この「非同意」の非
優先性を形づくっていると考えることもでき
る。また逆に、この「非同意」の非優先の存在
によってそうした規範的枠組みの存在を察知す
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沈黙と場面規範
我々は前節で、優先構造の概念から会話にお
いて沈黙が生じるひとつの理由を見ることがで
きた。すなわち、「相手の意見や評価に直接反
発することで相手の体面を傷つけてはいけな
い」という規範は、相手の意見や評価に対する
｢同意」･と「非同意」を優先構造という仕方で
構造化する。すなわち、相手の意見や評価に同
意を示すときには、優先的行為として直接にそ
の同意が示される。それに対し、相手の意見や
評価に「非同意」を示すときには、非優先的行
為として沈黙をともなって非同意が示される。
したがって、そうした規範が作用する場におい
ては、当人たちの直接の意図とは無関係に、沈
黙が多くなるのである。
この優先構造という考え方は、我々の会話デ
ータにおける沈黙の問題をある程度説明する。

実際、データをみると、一方がある話題につい
て意見や評価を述べ、相手にも意見を尋ねると
きに沈黙は起こっている。
だがもう少し詳しく会話データを観察してみ
ると、単に「隣接対」に「相手の意見や評価に
直接反発してはいけない」という規範が働いて
｢同意」と「非同意」を優先構造という仕方で
構造化している、というだけではすべてのケー
スを説明できないことがわかる。まず第一に、
データをよく見てみると、沈黙は、意見や評価
の受け手だけでなく、最初に意見や評価を述べ
ているものの方にも生じている。第二に、否定
的な評価を行う場合にも相手の発言の後にただ
沈黙が続くというわけではない。第三に（これ
が一番重要かもしれないが)、沈黙は必ずしも
受け手が話し手の話に対して否定的な評価をす
る時にのみ生じている訳ではない。肯定的な評
価の場合にも沈黙が生じる場合がある。
このような問題を解決し、実際の会話データ

を分析するためには、我々は従来の会話分析の
概念、特に隣接対や優先構造の概念をさらに拡
張する必要がある。我々の扱った二者間の会話
において、二人の会話は質問のような明確に次
の話し手を選ぶテクニックが用いられない場合
でも、短い沈黙や割り込みをまじえながら次か
ら次へと連鎖的に生じている。こうした連続的
な会話の流れを分析するためには、「隣接対」
のように隣接した対行為を分析単位とするだけ
ではなく、次から次へと生じる行為の継起的な
生起とその相互関係を分析単位とする必要があ
る。この行為の継起的な生起を、ポメランツ
(Pomerantz[1978:109-1101)にならって「行為
連鎖」と呼ぶことができる。この連続的な行為
連鎖のなかで、沈黙もまたひとつの有意味な行
為として生じるのである。
だが沈黙を含めた会話の流れを行為の流れ
(行為連鎖）としてみる場合、ひとつの問題が
生じる。つまり、行為連鎖のなかで生じる行為
Ａは、つねに「行為Al」「行為A2」…「行
為An」という複数の行為類型として意味づけ
られる可能性をもっている。しかもまた、行為
の流れのなかで同じ行為がその類型的行為とし
ての意味づけを変えることもある。例えば、
｢暑くありませんか」という発話は、「質問」と
して意味づけられると同時にく窓を開けてくれ
ませんか＞という「要請」として意味づけられ
る可能性をもっている。そして、話し手自身が
話しているときには「質問」として意味づけて
いたとしても、実際に聞き手がく窓を開けにい
った＞ときには、その発話は聞き手によってだ
けでなく当の話し手によっても「要請」として
再解釈されたりする。
それゆえ「行為Ａ-行為Ｂ」という行為の連
鎖は、「行為Ａ】行為A2…行為Ａｏ-行為B,行
為B2…行為Ｂｏ」という複数の行為の連鎖を
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を顧慮していることを何らかの仕方で示すこと
によって）行為を行う。こうした行為者の規範
への関与は、明示的な違反として解釈される可
能性をなるだけ避けて行為を行うという意味
で、規範への消極的関与と呼ぶことができよう。
また行為者は、自分の行為が多様に解釈され
る可能性をもつということから、逆に自分の行
為がある行為類型に属する行為だということを
なるだけ明示的に示そうとすることもある(4)o
そして、複合的行為連鎖のうちのある行為連鎖
として自他の行為を捉え、そのことをその類型
に属するもっとも典型的な行為を行なうことに
よって相手に対して、またその場面に参加でき
るすべての人たちに対して表示しようとする。
そのとき同時に、行為者はその行為連鎖におけ
るその行為を構造化している規範に従っている
ことを、明示的にあるいは時には過剰に行為を
構造化することによって（例えば、相手の発話
に対して早すぎる反応をしたり遅すぎる反応を
したりして）積極的に示そうとする。我々は、
それを規範への積極的関与と呼ぶことにしよ
う(5)o
ただし、我々は「規範への消極的関与」ある
いは「規範への積極的関与」ということばによ
って、人間の行為が暗黙にあるいは明示的に規
範に支配されているということを示唆しようと
しているわけではない。また、消極的にあるい
は積極的にある規範に従うことを目的として行
為がなされているということを示唆しようとし
ているわけではない。我々が、規範への消極的
あるいは積極的関与ということばによって示唆
しようとしているのは、行為が複数の解釈可能
性に対して感受的に組み立てられるその仕方で
ある。その意味で、規範とは、行為を支配して
いるものでも、行為の目的となるものでもなく、
行為を複数の解釈可能性のもとで慣行的にかつ

同時に含むものとして見ることができる。しか
もこの行為の流れは、上であげた「質問一応答」
｢要請一受諾」のように、複数の対として類型
化された「行為連鎖」（｢行為ＡⅡ-行為Ｂ】」
｢行為A2一行為B2」…「行為Ａ画一行為Ｂ･｣）
を含んでいる。我々は、こうした行為の流れを
｢複合的行為連鎖」と呼ぶことにする。
すでに前節において、「きれいですね」と言
われた本人が、相手の発話を「評価」から「お
世辞」へと捉え直す過程を見てきた。すなわち、
その人は「あなたのほうこそ」という同じ「お
世辞」で答えることによって、行為連鎖を「評
価一同意／非同意」というものから「お世辞一
お世辞」へと変えたのである。このような行為
の多様な解釈可能性を前提にすると、行為と場
面規範との関係はより複雑な様相を示す。場面
規範は、例えば、優先構造という仕方で行為連
鎖を構造化する。だが行為連鎖はつねに複合的
である。それゆえどの具体的な行為の流れもい
くつかの行為連鎖を同時に含み、それぞれの行
為連鎖はさまざまの異なった規範を反映する。
そして、さまざまの異なった規範は、それぞれ
の行為連鎖を複合的に構造化する。すなわち、
どの現実の具体的行為もただ一つの「行為連鎖」
のなかでとらえられることはない。またただ一
つの規範を反映して生じているわけでもない。
このことは理論家にとって方法論上の問題を

提起する。だがそれだけでなく、実際の行為者
の規範に対する態度にも二重の影響を及ぼす。
行為者は、自分の行為がどのような行為連鎖
の中の行為として解釈を受けた場合でもよいよ
うに、行為を取りまくどの規範にも感受的に自
分の行為を組み立てる。すなわち、それぞれの
規範を反映する複合的行為連鎖のどの行為連鎖
の構造にも感受的に（すなわち明示的な逸脱を
避けたり、逸脱をする場合にもその構造の存在
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場面に感受的に組み立てるための一つの資源で
ある。
ここで我々は沈黙の問題に入ることにする。

そもそも、沈黙とはなんだろうか。すでに述べ
たように、あらゆる行為は行為連鎖のなかにお
いてのみ捉えられる。しかも、複合的行為連鎖
ということばで示したように、ひとつの具体的
行為は幾つかの異なった行為連鎖のなかで捉え
られ、それぞれの行為連鎖のなかで別々の類型
的行為として意味づけられる。こう考えてみる
と、我々は沈黙という行為が非常に興味深い性
格をもっていることが分かる。すなわち、沈黙
はそこに含まれる具体的内容がないために、も
っとも多種多様に解釈されうるものである（多
種多様体)。それゆえ、沈黙はいくつかの異な
った行為連鎖のなかに同時に存在することがで
きる。また沈黙によって、逆にそれまで明示的
ではなかった複数の行為連鎖がその沈黙を連接
点として浮かび上がる。さらに、沈黙は、行為
連鎖のなかで「沈黙でないもの」／「沈黙」と
いう行為の選択肢を構成する。その選択肢は、
それぞれの行為連鎖において規範を反映した構
造（例えば「優先」と「非優先｣）を形成して
いる。それゆえ、沈黙はそれぞれの行為連鎖に
おける構造の存在を浮かび上がらせ、それが反
映している規範を映しだす。
このように、いわば沈黙はクリスタルグラス

の多面体のように、その磨かれたそれぞれの面
に、その沈黙を取り囲む諸規範の存在を映しだ
す。こうして我々は、沈黙に注目することによ
り、さまざまな場面規範の存在と、参与者の規
範への積極的あるいは消極的関与を探ることが
できるのである。

のなかで、どのような類型的行為として解釈さ
れるのかを考えてみよう。ここでは特に、ある
発話や行動がなされたあとの別の行為者による
｢沈黙」が、どのような選択肢のなかの類型的
行為として解釈されるのかにしぼって考えてみ
たい。さらにその類型化された行為と場面規範
との関係について考えてみたい。
まず、「意見」や「評価」のあとの沈黙につ

いて考えてみたい。意見や評価は、「Ｂさんて
きれいだね」「本当ね」という会話でも示され
るように、「評価（意見）一評価（意見)」とい
う行為連鎖を構成する。そして、沈黙は、最初
の評価（一次的評価）のあとにあるか、二番目
の評価（二次的評価）のあとにあるかによって
その意味を変える。
二次的評価（先の例では「本当ね｣）のあと
に沈黙がくる場合、そもそもそれが誰の沈黙で
あるか確定できないということがよくある。そ
れは、二次的評価がそれ以上の評価連鎖を生み
出さないという意味で、一つの行為連鎖（例え
ば、ある話題についての話）の可能な終了点と
なりうるからである。沈黙はその時、ある行為
連鎖（例えば、ある話題についての話）と次の
行為連鎖（例えば、別の話題についての話）の
間の間隙である。その場合、「沈黙」は最初の
行為連鎖のなかの類型的行為としてはとらえら
れない(6)O
それに対して最初の評価（例えば「Ｂさんて
きれいね｣）の後の沈黙は、その発話が向けら
れた相手の沈黙であると認知される。さらにそ
れは、単なる非行為ではなく、あるべき二次的
評価の欠如として認知される。そうした欠如は、
話を聞いていない（あるいは理解していない）
として認知されたり、「相手の評価や意見に対
して自分の評価や意見を返すべきなのに返さな
い」という規範(7)への違反行為として認知され

沈黙の諸相
この節では「沈黙」が、さまざまな行為連鎖
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為」や「非同意｣）として解釈される可能性を
もつ(，)。また、行為と場面規範はさらに複雑な
関係をもつ。
例えば、「同意」は「親密性」規範を、「非同
意」は「礼儀性」規範を場面規範として焦点化
する。さらに、それぞれの規範や行為連鎖は、
単独で存在するわけではなく、複合的に存在す
る。それゆえ、焦点化された規範や他の諸規範
との関係で、「同意」や「非同意」は、ある形
式化された構造を帯びることになる。また逆に、
そうした行為の形式化された構造から、我'ﾔは
さまざまな規範の存在と、それへのさまざまな
関与を読みとることができる。次の節では沈黙
がいかなる仕方でなされるかを詳細に検討する
ことによって、場面の参加者のさまざまな規範
への関与と、その場面における慣行的行為の形
成の問題を考えていくことにしよう('０)。

たりする。ただし、この規範だけでは、評価の
欠如が、いかなる評価（例えば「同意」か「非
同意」か）として認知されるかについての枠組
みは与えない。また、どこで行為（評価）の欠
如と行為（評価）の遅れを分かつのかの基準も
与えない。
ところで、沈黙は、相手の行動や発話がなさ

れたあと、「すぐに行為する／すぐに行為しな
い」という二項からなる選択肢としてもとらえ
られる。この選択肢はまた、相手に対する
｢(身体的）親密さ／（身体的）疎遠さ」という
二項からなる選択肢としてもとらえられる。そ
して、相手の意見や評価に対する自分の意見や
評価の遅れとしての沈黙は、「相手に対する疎
遠な行為」としてもとらえられる。そして、
｢親密さを示せ」という規範が場面規範として
存在しているときには、評価の遅れとしての沈
黙は、「評価の欠如」として認識されることも
ある。我々は、こうした規範を「親密性」の規
範と呼ぶことにする。
また逆に、こうした評価の遅れや欠如として
の沈黙が、ある特定の類型的行為として認識さ
れることもある。すでに述べたように、「直接
相手の意見や評価に反発することによって相手
の体面を傷つけてはいけない」という規範が場
面規範として存在しているときには、相手の意
見や評価に同意しない場合、自分の意見や評価
は、直接にではなく遅れて示される。また逆に、
そうした規範が存在するときには、沈黙そのも
のが、「同意／非同意」という選択肢のなかの
｢非同意」という類型的行為として解釈される
こともある(8)o我々は、こうした規範を、「礼
儀性」の規範と呼ぶことにする。
こうして「沈黙」は、「親密性」や「礼儀性」
という場面規範との関係で、それぞれ異なった
類型的行為（例えば、「相手に対する疎遠な行

同性間の会話における沈黙の問題
ここで我々はようやく実際の会話データの問

題にはいることができる。
表ｌで示されたように男性同士の会話と女性
同士の会話において沈黙の頻度の違いが生じて
いることから、男性の沈黙と女性の沈黙はその
質においてもまったく異なるという印象をもた
れるかもしれない。しかし実際の会話データに
おける沈黙の様態を詳しく見てみると、その頻
度を別にすると、男性同士の会話における沈黙
と、女性同士の会話における沈黙はむしろその
詳細においてよく似ている。
こうした類似は、相手の意見や評価に対して
自分の意見や評価が求められたり、自分から相
手の意見に対して意見や評価を述べる時に生じ
る沈黙に見ることができる。特に二次的評価が
否定的な場合、男性の会話においても、女性の
会話においても、ポメランツ(PomeraImtz
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こうした弱い同意や前置きは、また、「親密
性」の規範に対する消極的な関与を示すものと
しても解釈できる。沈黙や遅れは、「礼儀性」
の規範という規範的枠組みの存在によって、有
意味な行為となる。それゆえ、そうした有意味
な行為としての沈黙は、別の規範的枠組み（こ
こでは「親密性」の規範）との関係においても
解釈されるものになる。すなわち、それは「相
手に対する疎遠な行為」として解釈されたり、
相手の意見や評価に対する自分の意見や評価の
欠如（あるいは「関心の欠如｣）として解釈さ
れる可能性をもつ。それゆえ発話者は、そうし
た解釈を生む可能性をなるだけ少なくするため
に、「ううん」とか「うんん-ん-」という前
置きや弱い同意を沈黙の前につけていると考え
ることもできる。すなわち、そうした前置きや
弱い同意によって、相手の意見を自分は聞いて
いるし、尊重もしていることを示していると考
えることもできるのである。
ところで、「礼儀性」の規範に対する関与は、

相手の意見に対して応答する場面（｢二次的な
評価場面｣）において現れるだけではない。そ
れは、複合的な行為連鎖のあらゆる局面におい
て局域的に現れる。例えば、相手に意見を述べ
る際に、自分の意見が相手の同意を得られない
可能性があると察知した場合、話し手はことば
を選び、沈黙をまじえながら自分の発話を組み
立てる。また、沈黙することによって相手の反
応をうかがい、少しでも相手と意見の一致する
方向へ自分の意見を変えたりする。それによっ
て、話し手は、意見の不一致が起こる可能性が
ある場合でも、自分は相手の体面を傷つけるつ
もりはないことを伝えるのである('2)。このよう
に、「直接相手の意見や評価に反発することに
よって相手の体面を傷つけてはいけない」とい
う「礼儀性」の規範に対する関与が、行為連鎖

[1984]）が非優先的行為のとる構造として指摘
しているのと同様の、構造化された沈黙を見る
ことができる。すなわち、次の例でも示される
ように、相手に対する非同意は、直接にではな
く遅れて示される。しかも、そこでは遅れ（沈
黙）それ自体が、前置きや弱い同意を伴って示
されている。

M２:今ああちくしようとかいって
M１: ねえ（２．０
秒）ううんけど（３．０秒）まあそういう風
に軟弱に流れるのがいいのか悪いのか
（データ１）

F2:まあさっきのその力仕事なんていうのはそ
れとは別だと思うけど

F 1 : = う ん ん - ん - ( ３ .
５秒）でも-見てるとそういう立場に甘んじ
ている女の子が多いような気がするし
（データ２）（'１）

こうした沈黙の構造を、先に述べた場面規範
との関係で解釈することもできる。すなわち、
相手の意見や評価に対して、自分が相手と一致
しない意見や評価をもつとき、「直接相手の意
見や評価に反発することによって相手の体面を
傷つけてはいけない」という「礼儀性」の規範
が場面のなかで焦点化する。このとき、自分の
意見や評価の表明は、沈黙をはさむことによっ
て遅れて示される。しかしまた、礼儀性の規範
の焦点化によって、そうした沈黙そのものが、
明示的に「暗黙の非同意」として解釈されるも
のになる。それゆえ、発話者は、弱い同意や前
置き（｢ううん」「うんん-ん-｣）をつけるこ
とによって、そうした「暗黙の非同意」や「沈
黙をはさんだ評価」そのものを遅らせる。
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ていうのはだいたい一生つきあう友達になっ
ちゃうでしよ
M1:そうね(21．０秒）だから、うん大学の
友達だから一生つき合えるかって言うにはま
ったく別になっちゃうけど
M2:ええ
M1:まあ、高校の時の友達でもずっとつき合っ
ているのもいるし、でもやっぱ大学の方が大
きいかな
（データ４）

のあらゆる局面で作用して、局域的に多くの沈
黙を生みだしているのである('3)。
こうした規範への関与によってある形式で形

作られた沈黙は、それ自体ある特定の慣行的な
行為として意味づけられることもある。すなわ
ち、それは、「暗黙の非同意」あるいは「ため
らい」や「跨踏」を示すものとして意味づけら
れることもあるのである。しかし、同時にこの
ことは、そうした形式を備えていない「沈黙」
が、「非行為」（より正確にいえば「無行為｣）
としてなんら特定の意味を与えられずに、また
逆にあらゆる意味を含むものとして存在する可
能性もあるということも示唆する。
このことは「非同意」としては必ずしも解釈
されない沈黙の問題を考えるときに重要にな
る。すでに述べたように、相手の意見や評価に
対して自分が同意しない場面において、沈黙は
男性の会話でも女性の会話でもある形式化され
た構造をともなって生じている。だが会話デー
タをよく見てみると、相手の意見や評価に対し
て自分の意見や評価が必ずしも否定的でない場
合にも沈黙は生じている。しかも、こうした場
合の沈黙は、男性同士の会話データでよく見ら
れ、女性同士の会話データの間ではほとんどみ
られない。

ここで注目しておきたいのは、こうした場合
の沈黙が、否定的な評価の場合と違って、なん
ら特有の形式化された構造をもたずに生じてい
ることである。しかも、会話者はこうした沈黙
に対して特別な関与を示していない('4)。すなわ
ち、ここでの沈黙は「うん」とか「ううん」と
いった特別な前置きをともなってはいない。ま
た、話し手はすぐには受け手の発話を促そうと
しない。さらに受け手も、なぜその発話が遅れ
たのか、次の発話においてその理由を示しては
いない。
こうした沈黙が、我々のデータにおける男性

会話者同士の会話に多く見られたという事実
は、肯定的評価場面において沈黙を最小化する
規範（｢親密性」の規範）への積極的関与を、
少なくとも初対面の男性会話者はもたないとい
うことを示唆する。もちろん、そのことは男性
会話者が親密性や他の規範に対していかなあ関
与ももたないということを意味するものではな
If,(15)oしかし、男性会話者が、沈黙そのものに
対して互いに目だった関与を示していない
(｢前置き」や「促し」がない）ということは重
要である。もし、そうした関与が示され沈黙が
構造化されたなら、沈黙は有意味な行為として
扱われるであろう。そうなれば、有意味な行為

M２:特に先輩のこわい眼がかかっているんです
よれ

M１:(１.５秒）なるほど
M２:(１.５秒）そういうのとどっちがいいん
でしょうね
（データ３）

M1:そのしが、しがらみで、うん、やめられな
いところもあるけど

M2:(3 .0秒）うん、大学生活の中の友達つ
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としての沈黙は、さまざまな規範との関係でさ
まざまな類型的行為として意味づけられること
になる。それは、本人の意図とは無関係に、例
えば「相手に対する無関心」や「暗黙の非同意」
として意味づけられるかもしれない。それゆえ、
沈黙を有意味な行為としては扱わないというこ
とは、すなわち「親密性」の規範を場面を枠づ
ける規範としては関与しないということは、そ
れ自体有意味な行為であり、参与者（男性会話
者）の相互的な場面的達成なのである('６)。
我々は、女性同士の会話において、先の男性
同士の会話とは対照的な会話の例を見ることが
できる。

F 1 : = ね - で な ん で あ い つ は や
らなくてすむんだって思うんだ

F2:私もそう思うのね〃()
F１: 〃あれが弟だったら、もし
かしてやらせているのかもしれないけど

F2:ほんと
（データ５）

F２の発話ではじまった評価連鎖は、次々に
新しい評価連鎖を生みだし、この会話全体が継
ぎ目のない連続的な評価連鎖を構成している
('7)。そして、相手の意見や評価に対する自分の
意見や評価は、ほとんど間隔をおかずに繰り出
されている。しかも会話者は、「何かでちゃう
んだよね-」という発話と同時に「無意識にで
ちゃうんだよね-」と同じことを重ねていった
り、互いに相手の発話に自分の発話を重ねたり、
相手の発話に割り込んだりしながら自分の意見
や評価を述べている。またそうすることで、会
話者は互いに「親密さ」を積極的に示しあって
いるように思われる。すなわち、会話者は、
｢親密性」の規範を、その場面を枠づけている
規範としてめだたたせるために（｢親密性規範」
への積極的関与)、相手の発話の終わった瞬間
に、あるいは相手の発話がまだ終わっていない
うちに自分の発話を行なっているのである。
こうした会話が女性同士の会話に多くみられ
たということは、女性同士の会話の場合には、
互いに面識がない場合にも、女性であるという
ことから互いに対する「親密性」を提示するこ
とが要請されるということを示唆する。しかも、
この会話においては、相手の意見や評価に対す
る同意を示すための資源として、女性という性
別（身体）カテゴリーに結びついた共通体験が
用いられているのである。
またこのことから、「親密性」の規範とは単

F2:私、女だからそういうの女ばかりね、
F1: ん ん
F2:妹ばっかり食事の用意をしなくちゃいけな
いなんて思うとは、思わないいんだけど

F2: んでも何か出ちゃうんだよね-
F l :無意識に出ちゃうんだよね-
F2:お兄いちゃんがやっているのがちょっと想
像になくってで言っちゃったらちや

F l : ん
F2:"んと
F1:"ね、無意識に、何か、もう、たたきこまれ
ているでしょ

F2: ＝そうたたきこまれているもう

すごい
F1:ねえそれが白分でもいやになっちゃうう
んだよれ

F2: ん-あります？兄弟は？
Fl :ん-兄と妹がいて ん-で
F2: あ、ほんと
F1:やっぱり親なんか私にばっかり、手伝わせ
て

F2:そうなのよね
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に反応の早さ／遅さにかかわる規範ではなく、
｢相手と親密な身体であることを示せ」という
身体的な規範であることが示唆される。すなわ
ち、会話者は、「親密性」の規範に支配されて
相手の発話に対して早く反応しているのではな
く、その規範を場面規範としてめだたたせるた
めに、相手の発話に対してすばやく反応してい
るのである。そして、「親密性」に対する積極
的な関与を互いに示すことで、また自分と相手
の性別（身体）カテゴリーに結びついた共通体
験に言及することで、会話者は「親密な身体で
あることを」互いに相手に示しているのである。
ただしこのことは、女性同士の会話では相手
の意見に同意することが多いということを意味
するわけではない。また、会話者が相手と共通
する経験を、女性という性別カテゴリーに基づ
いて必ず探ることができるということを意味す
るわけでもない。
我々は、女性同士の会話においても、相手の
意見や評価に対する非同意や、相手と自分の経
験の違いの提示を確認することができる。そし
て、すでに述べたように、相手の意見や評価へ
の非同意は沈黙を交えて示されている。
しかし、「親密性」に対する積極的な関与は、

あらゆる沈黙を避けることを要請する。なぜな
ら、「沈黙」は、相手に対する疎遠な行為とし
て解釈される可能性を生むからである。だが、
相手の意見や評価に同意しない場合に自分の非
同意を直接すぐ・に示すことは、「礼儀性」の規
範からの要請と矛盾する。
こうした矛盾は、一つには、すでに述べたよ
うに、「沈黙」そのものを構造化することによ
って、「親密性」の規範に対する消極的関与を
示すことで解決される。このような解決を、
我々はその頻度を別にすると、男性会話者同士
の会話にも女性同士の会話にも見ることができ

る。
しかし、その矛盾には別の解決法があ遇。

｢礼儀性」の規範と「親密性」の規範との矛盾
は、「親密性」の規範への積極的関与を示すこ
とそのものによっても解決される。すなわち,自
分が相手と親密な身体であり、それゆえ相手を
傷つけることのない身体であることを示すこと
によって、「礼儀性」からの要請との矛盾が解
決されるのである('8)。例えば、互いに相手α)言
っていることに対して一見否定的な表現（|､う
そ-｣）をすばやくさしはさむというやり方は
この一例である。さらに次の例でも示され愚,よ
うに、「相手を非難しない」というような別の
規範から否定されるべき発言（例えば、「自己
卑下｣）を自らすることによって、こうした様
式の会話を相手に取らせることもできる。我々
はこうした様式の会話を女性同士の会話におい
て多く見いだした。こうした会話が相手から同
じ性別カテゴリー（女性）同士という形でなさ
れたとき、我々はそこに存在するさまざまな規
範（そのほとんどは性別規範とは無関係である
かもしれない）との矛盾なしには、それを拒否
することはできない。その意味で、ある会話に
おいてどのような仕方で会話をするかは、個人
の窓意によるわけではなく、性別カテゴリー･と
も結びついた相互行為的達成なのである。

F2:あたし結婚できない場合ってのを考えてい
るんですよ、大体哲学科でしよ-敬遠される
んじゃないかと〃いう

FI: 〃そりゃまったくないんじ
ゃないんですか

F2 :は-何か
F1:哲学科だからどうとか
F2:そうかしら、それなら"いいけど
F1: 〃あたし、そういうの
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別カテゴリーと結びっているように見えるの
は、性別規範としてそれぞれの慣行的行為が個
人に文化的に内面化されているからではない。
複数の人間が互いに性的身体を備えた行為者と
して行為場面に参与し、そこにおいて複数の文
脈や規範がある形で配置されるからである。
我々は次の論考において、異性間の会話にお
ける「うなずき」の問題を取り上げることによ
って、複数の文脈や規範の配置と、そこにおけ
る慣行的行為の場面的達成の問題をさらに考え
ていくことにしたい。

はないと思うんですよれ
F2:ならいいけど
F1:かえって哲学科なんかに多いんじゃないで
すか？文科系だから

F2:ええ
F1:あ、就職する機会とか
(データ６）

こうして「親密性」の規範が、会話場面を支
配する場面規範となることによって、「相手を
傷つけることのない身体である」ことを示すコ
ミュニケーションの様式が生まれる（｢親密性」
規範に対する積極的な規範関与)。そうしたコ
ミュニケーションの様式が、相手の意見に対す
る否定を、「礼儀性」の規範に直接には違反し
ない行為にする（｢礼儀性」規範に対する消極
的な規範関与)｡
しかしその場合には、相手の意見に対する否

定や疑義は、「相手の体面を傷つけるものでは
ない」ということを同時に示すものでなければ
ならなくなる。すなわち、否定や疑義という言
語的形式は備えていても、否定や疑義の内容を
実質的にはともなわない発話が要請される('，)。
それゆえ、例えば女性同士の会話、特に若い女
性の会話に見られる「うそ-」とか「ほんとう
-」とかいう発話は、その形式化によって、自

分と相手の近さを示したり、相手のさらなる発
話を引き出す役割のみを演じることになるので
ある。

(注）
(1)特に以前の論文（江原、好井、山崎[19841)では
必ずしも明確な理論的な位置づけを与えられなか
った「うなずき」の問題を考える手がかりを与え
ることができるかもしれない。

(2)ただしギリガンの議論は、道徳的語彙の重なりと
ズレについて論じるものである。

(3)話題がいったん終了した場合の沈黙は、一つの会
話が終わりまた次の会話が始まるまでの時間的経
過であるとも考えられるｏそれはまた会話内の出
来事だけでなく、その間隙の間に行われる会話外
的活動によっても決定される。それゆえこうした
時間的経過についてはここでは主題的には論じな
いことにする。

(4)逆になるだけ明示的に示さず、あいまいに行為し
て多様な解釈の余地を残そうとする場合もある。

(5)規範への消極的関与・積極的関与ということによ
って、我々は行為者が常に規範に対して意識的に
行為を組み立てているということを示唆している
わけではない。むしろ行為は多くの場合、慣行化
され、明示的な意識化を経ずになされる。問題は、
行為の複数の解釈可能性が焦点化された場合に、
その形式での行為慣行が複数の規範のもとで再構
成可能であるかどうかということである。逆に、

結語
我々は、男性同士の会話と女性同士の会話の
沈黙の差異というデータを手がかりに、人間の
行為がさまざまな文脈や規範とのかかわりのな
かで､慣行的に構成されるさまざまな仕方を見
ることができた(20)。そのような慣行的行為が性
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規範は行為者の関与と相関的に場面において存在
しており、逆にある慣行的行為を、行為者ばかり
でなく、（研究者を含めた）観察者も、行為者の複
数の規範との関与との関係で読み解く（再構成す
る）ことが可能であるということである。

(ll)(())のなかは沈黙の秒数、＝は発話の接触、〃は
割り込みを示す。また（）は発話されているが聞
き取れなかったものを、大括弧は、話の重複を示
す。
(12)ただし、ここで問題になっているのは、相手の
反応によって実際に意見を変えるかどうかという
ことではなく、どのような場合でも相手の意見を
顧慮していることを相手に伝えるということであ
る。

(13)すでに述べたように、沈黙が「礼儀性」規範と
の関係で意味ある行為となることによって、他の
規範的枠組み（例えば「親密性」規範）によって
も解釈可能なものとなる。そうした他の規範への
消極的関与によって、沈黙は、あらゆる局面で、
しかも局域的に、ある特定の形式化された構造を
備えることになる（次の例を参照)。
Ml :いいのかねほんとに、ん-(3 .0秒）でも
運動部に入っていると就職なんか楽？そうでもな
いのかな
M2 :=でも、やつばりねえ
（データ７）

(14)ただしここでの分析はオーディオテープによっ
て記録された言語行動に限られている。視線等の
非言語的行動の分析についてはGoMwin(1981)を参
照。
(15)「親密性」の規範や「礼儀性」の規範への消極
的関与は、先に述べた順番取りシステムのメカニ
ズムを作動させ沈黙があまり長いものにならない
ように規制しているかもしれない。

(16)逆に「親密性」規範が場面規範として存在して
いる場面や文化においては、そうした沈黙は、「疎

その形式での行為が再構成可能である場合に、行
為は慣行化される可能性をもつということもでき
るかもしれない。

(6)ただし、そこでなんの行為も行われないというこ
とではない。注3でも述べたように、そこは、水を
飲むとかタバコを吸うとかいった様々な会話外的
活動が行われる場ともなる。
(7)こうした規範は、Goffman(1967)¥Brownand
Levinson(1989)のいう「積極的儀礼」や「積極的体
面」と近い位置にあるかもしれない。ただしゴッ
フマンやブラウン＝レヴィンソンとは異なって、
我々は、その規範に対して「相手の評価に対して
肯定的評価をすべき」という意味づけを与えてい
ない。

(8)逆に、「違った意見を示せ」という規範が働く場
面においては、「沈黙」そのものが「暗黙の同意」
として受け取られる場合もある。このように、沈
黙が暗黙の同意として受け取られるか暗黙の非同
意として受け取られるかは、「同意」と「非同意」
を構造化する規範によって決まるということもで
きるかもしれない。それゆえ、意図に関する不一
致ではなく、場面を支配している規範に対す解釈
の不一致が、沈黙に対する解釈の不一致（例えば
「相手の体面を傷つけないための暗黙の拒否」を
「差恥からくる暗黙の同意」として受け取る）を生
むのである。

(9)「沈黙」をある類型的行為として意味づける規範
は、実際にはここで取り上げたものよりも多くあ
るかも知れない。我々がそのうちの二つの規範だ
けを取り上げたのは、それが他の規範よりも重要
であるためではなく、行為が複数の規範の間で構
造化される仕方をもっとも単純な仕方で実際に示
すためにすぎない。

(1０)こうした規範の捉え方に対しては、規範の存在
を実体視するものだという批判がなされるかもし
れない。だが、我々がここで主張しているのは、
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遠さ」や「無関心さ」あるいは「理解できないも
の」として解釈される可能性もある。
(17)このように継ぎ目のない評価連鎖が構成されて
いることも、女性の会話に沈黙が少ないもう一つ
の理由であろう。すなわち、注3及び注6で述べた
話題と話題の間の間隙それ自体が少ないことも、
沈黙が少ない理由の一つであろう。
(18)こうしたことから、「親密な」行為は、実際には
二つの表現形（コミュニケーションの様式）を取
ることになる。一つは自分の身体あるいは身体行
為の「些細化」であり、もう一つは相手の身体あ
るいは身体行為との「同一化」である。

(19)もちろん、そのような発話は、「親密性」の規範
によって、積極的に「自分が相手と同じ価値評価
をもっている（同一化)」ことを示したり、また否
定することで逆に積極的に「自分は相手を傷つけ
るものではない（同一化と些細化)」ということを
示したりする役割を演じているのではあるが。

(20)この研究は会話分析における「優先構造」の問
題を、構造化という視点から捉えなおしたものと
みることもできるかもしれない。我々は、「優先構
造」という概念を、人間の行為のとる構造と、そ
の構造のもつ効果を取り上げたという点で高く評
価する。しかし、我々は複数の文脈と規範の配置
のもとでの行為の構造化を研究の焦点にすること
で、「優先構造」そのものもある文脈と規範の配置
のもとでの一つの慣行的行為のあり方にすぎない
ということも示せたと思う（例えば、日本社会に
おける男性の会話においては、「優先構造」という
概念はそのままではあてはまらないのである)。だ
が重要なのは、慣行的行為の文化的違いだけでは
なく、ある文化や場面における、複数の文脈や規
範の配置のあり方と、そこにおける慣行的行為の
場面的構造化を探ることである。そしてさらに、
そうした構造化が、場面にもたらす効果を探求す
ることである。

(文献）
P.BrownandS・恥vmson(1989),WIilenessjCambridgeUniversityPIess・
江原由美子、好井裕明、山崎敬一(1984）「性差別のエスノメソドロジー｣、『現代社会学』、１８号。
C.Gilligan(1982),haDiabrentVbim,HarvardUniversityPress.
E.Goffinan(1967),mzeractionRimal,mubledayAnchmPress.
C.Coodwin(1981),mnvematimlqganizaliOn,AcademicPress.
J.Heritage(1984),GarT加kelandE伽1ome曲伽'昭yjPOlityPress.
S.Levinson(1983),厨司gmadcs,CambridgeUniversityPress.
D.MaltzandBorker(1982),ACultualApproachtoMale-FemaleMiscommunication,inJ・Gumpertzed),LangIJ昭eand

Mia〃庇""鉱CambridgeUniversityPress.
A.Pomerantz(1978),ComplimentResponses,inJ・Schenkein(ed.)Smdies加αどaniZalionofqnversalionlmmeIac"on,

AcademicPress.
A.Pomerantz(1984),AgreeingandDisagreemgwithAssessments,inJ.M.AtkmsonandJ.Heritage(eds.),Structuresof

SocialAction,CambIidgeUniversityRess.
H・Sacks,E.SchegloffandG・JeffErson(1978),ASmplestSystematicsfbrtheOrganizationofTumTakmgmqnversation,

inJ.Schenkein(ed.)StudiesinOrganizationofConversationallnteraction,AcademiPress.
E.ScheglMfandH.Sacks(1973)Opening叩dosings,Semiotica,7.

-７７-



山崎敬一、好井裕明(1984）「会話の順番取りシステム｣、『言語』１３(7)。

(やまざきけいいち・えはらゆみこ）

良
妻
賢
母
と
い
う
規
範

ドイツ／子どもの社会史-７０．割閉謡訓

出生率はなぜ下ったかドイツの場合

婚姻改姓・夫婦同姓のおとし穴

識
ハル
ダ
ッ
ハ
Ⅱ
ピ
ン
ケ
他
編
／
木
村
他
訳

霧Ｊ・Ｌ・フランドラン／森田・小林訳

ドイツの家族古代ゲルマンから現代

繕
！
ヴ
ェ
ー
バ
ー
Ⅱ
ケ
ラ
ー
マ
ン
／
鳥
光
訳

女
性
学
と
政
治
実
践

家族・性・結婚の社会史

霧
Ｌ
・
ス
ト
ー
ン
／
北
本
訳

霧
ベ
ッ
ク
Ⅱ
ゲ
ル
ン
ス
ハ
イ
ム
／
香
川
訳

鑿
Ｌ
・
Ｍ
・
グ
レ
ノ
ン
／
坂
本
訳

蕊
江
原
由
美
子
編

鵜
金
井
淑
子

篭
中
村
桃
子

総
姫
岡
と
し
子

篭
女
性
学
研
究
会
編

瀞
小
山
静
子

近代ドイツの母性主義フエミ’一ズム

フ
ラ
ン
ス
の
家
族

フ
エ
ミ
ニ
ズ
ム
の
知
識
社
会
学

フ
エ
ミ
ニ
ズ
ム
の
主

フ
エ
ミ
ニ
ズ
ム
問
題
の
転
換

ア
ン
シ
ヤン
・
レ
ジ
ー
ム
下
の

一
五
○
○
～
’
八
○
○
年

女
性
学
研
究親族・家・性

７
７
２
５
円
〒
川

レ
オ
は
守
山
判
距
刷
開
８

２

２７８１円〒川刑Ⅲ

主
張
灘

擢鰄熱
２５７５円〒川房

種
塗
帳
書

矼
会
学
草

３０９０円〒鋤勁

ド
イ
ツ
の
場
合
３２

５
３
５
６
円
〒
剛
２楽

）
～
’
八
○
○
年

後

の
イ
ギ
リ
ス
区

２
９
８
７
円
〒
刑

一承文Ｉ

狸
マ
ン
か
ら
現
代
者一足

３
８
１
１
円
〒
川

東

２
３
６
９
円
〒
川

２
０
６
０
円
〒
川

３
６
０
５
円
〒
伽

＊定価は消費税
込みです。

-７８-


